
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

一

○
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

二

○
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

二

○
福
島
県
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

福
島
県
人
事
委
員
会

○
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

○
職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

○
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

○
県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管

理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

○
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

規

則

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
へ
き
地

医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
緊
急
医
師
確
保

修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸

与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
一
号

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
（
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
親
権
者
、
未
成
年
後
見
人
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
と
知
事
が
認
め
た
者
）
」
を
削
る
。

「

(申請
者
が
未
成
年
の
場
合

)

様
式
第
一
号

中

上
記
の
申
請
に
つ
い
て

同
意
し
ま
す

(裏)

、
。親
権
者
又
は
後
見
人

氏
名

（署

を
削
る
。

名

）

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与

条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県

理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与

申
請
書
と
み
な
す
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

福
島
県
規
則
第
十
二
号

福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
福
島
県
規
則
第
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
（
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
親
権
者
、
未
成
年
後
見
人
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
者
と
知
事
が
認
め
た
者
）
」
を
削
る
。

「上
記
の
申
請
に
つ
い
て
同
意
し
ま
す
。

様
式
第
一
号

中

及
び

親
権
者
又
は
未
成
年
後
見
人

住
所
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氏

名

」

備
考
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学

資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
は
、

改
正
後
の
福
島
県
へ
き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
へ

き
地
医
療
等
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
と
み
な
す
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

福
島
県
規
則
第
十
三
号

福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
福
島
県
規
則
第
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
（
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
親
権
者
、
未
成
年
後
見
人
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
と
知
事
が
認
め
た
者
）
」
を
削
る
。

「上
記
の
申
請
に
つ
い
て
同
意
し
ま
す
。

様
式
第
一
号

中

を
削
る
。

親
権
者
又
は
未
成
年
後
見
人

住
所

氏
名

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与

条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
は
、
改
正
後
の

福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
福
島
県
緊
急
医
師
確
保

修
学
資
金
貸
与
申
請
書
と
み
な
す
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

福
島
県
規
則
第
十
四
号

福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
福
島
県
規
則
第
三
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
（
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
親
権
者
、
未
成
年
後
見
人
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
者
と
知
事
が
認
め
た
者
）
」
を
削
る
。

「上
記
の
申
請
に
つ
い
て
同
意
し
ま
す
。

様
式
第
一
号

中

及
び
備
考
を
削
る
。

親
権
者
又
は
未
成
年
後
見
人

住
所

氏
名

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金

貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
は
、
改
正
後

の
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
地
域
医
療
医
師

確
保
修
学
資
金
貸
与
申
請
書
と
み
な
す
。

（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
）

福
島
県
規
則
第
十
五
号

福
島
県
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
墓
地
（
納
骨
堂
、
火
葬
場
）
竣
工
届
（
第
一
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定

し
ゆ
ん

め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
当
該
各
号
に
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
知
事
が
別
に
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
中
「
墓
地
（
納
骨
堂
、
火
葬
場
）
経
営
許
可
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
条

第
二
号
中
「
墓
地
（
納
骨
堂
、
火
葬
場
）
変
更
許
可
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三

号
中
「
墓
地
（
納
骨
堂
、
火
葬
場
）
廃
止
許
可
申
請
書
（
第
六
号
様
式
）
」
を
削
る
。

「

焼
骨
埋
（
収
）
蔵

第
七
条
中

書
類
は
、

証
明
書
（
第
七
号
様
式
）
と
す
る

を
「
書
類
の
様
式
は
、

火

葬

」

知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
以
下

「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
及
び
届
出
書
は
、
そ

れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
及
び
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
証
明
書
は
、
改

正
後
の
規
則
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
証
明
書
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
十
六
号

福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
六
年
福
島
県

規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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第
一
条
第
一
項
中
「
特
定
建
築
物
使
用
届
出
書
（
第
一
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出

「

変

更

書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

特
定
建
築
物

届
出
書
（
第
二
号
様
式
）

を
「
知
事
が
別

使
用
廃
止

」

に
定
め
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
登
録
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
」
に
改
め
る
。

「

事
項
変
更

第
三
条
中

登
録

届
出
書
（
第
四
号
様
式
）

を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
届
出
書
」
に
改

事
業
廃
止

」

め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請

書
及
び
届
出
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
及
び
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
十
七
号

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
百
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
（
そ
の
１
）
中
「
（男

・
女

）
」
を
削
り
、
備
考
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
保
護
者
氏
名
及
び
保
護
者
住
所
欄
は

志
願
者
が
未
成
年
の
場
合
に
限
り
記
入
す
る
こ
と

、
。

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
人
材
育
成
課
）

福
島
県
規
則
第
十
八
号

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
十
二
の
項
中
「
、
工
事
費
」
及
び
「
、
受
託
工
事
費
」
を
削
る
。

「
収
入

支
出

第
十
二
条
の
表
企
業
出
納
員
の
項
中
「
及
び
内
訳
簿
」
を
削
り
、
同
表
下
水
道
課
長
の
項
中

収
入

物
品

企
業

予
算
執
行
計
画
整
理
簿

（
棚
卸
資
産
購
入
）
予
算
執
行
計
画
整
理
簿

「
物
品
出
納
簿

調
定
簿

を

に
改
め
、
同
表
公
所
長
の
項
中

企
業
債
台
帳
」

出
納
簿

債
台
帳

」

「
収
入
調
定
簿

物
品
出
納
簿

「
物
品
出
納
簿

工
事
費
内
訳
整
理
簿

を

工
事
台
帳

に
改
め
る
。

工
事
台
帳

固
定
資
産
台
帳
」

固
定
資
産
台
帳

」

第
四
十
七
条
第
二
項
中
「
押
印
」
及
び
「
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
職
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
職
印
、

そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
認
印
の
押
印
が
」
を
削
る
。

第
二
百
九
条
第
一
項
中
「
な
る
べ
く
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

急
速
に
契
約
し
な
け
れ
ば
契
約
す
る
機
会
を
失
い
、
又
は
著
し
く
不
利
な
価
格
を
も
っ
て
契
約

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

契
約
の
内
容
又
は
性
質
上
、
二
人
以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
し
、
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

せ
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
と
き
。

三

見
積
書
を
徴
し
た
者
及
び
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ
た
者
の
合
計
が
二
人
で
あ
る
と
き
。

第
二
百
九
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
理
由
及
び
根
拠
を
支

出
伝
票
上
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
負
債
の
表
繰
延
収
益
の
部
長
期
前
受
金
の
項
、
同
部
建
設
仮
勘
定
長
期
前
受
金
の
項
、
別

表
第
一
資
本
の
表
剰
余
金
の
部
資
本
剰
余
金
の
項
及
び
別
表
第
一
収
益
の
表
流
域
下
水
道
事
業
収
益
の

部
営
業
外
収
益
の
款
長
期
前
受
金
戻
入
の
項
中
「
寄
付
金
」
を
「
寄
附
金
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
下
水
道
課
）

福
島
県
人
事
委
員
会

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
署
名
押
印
」
を
「
署
名
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
四
項
中
「
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
団
体
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日
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福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成

十
四
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管
理
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
八
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
八
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
二
項
中
「
記
名
押
印
」
を
「
記
名
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
記

載
し
、
当
該
共
同
要
求
者
全
員
が
押
印
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）


